
で協力要請があったと考えるのが自然ではないで

しょうか。

したがって、小泉総理が堅持すると言ったから

見守るなどということは、先ほど申し上げたよう

に、市長としての現状認識が甘いと、今からでも

遅くないわけです。抗議し、撤回を求めていくべ

きだと思いますが、市長の見解を求めます。

また、アメリカの艦船の質問に対する市長答弁

ですけれども、私が質問していることについて、

市長は全く答弁されておられません。一体全体、

市長は、アメリカの艦船の入港に関して、今後、

入港を回避するのか、容認姿勢をとるのか、基本

的な姿勢はどうなんですかということを私は問う

ているんです。それに対して、市長は、全く答弁

されておられないので、その点について、再度、

ご答弁を求めたいと思います。

１分しかありませんので、手短にお願いします。

○市長 (伊藤一長君) 私の残り時間少なく質問さ

れても非常に困るわけでございますけれども、第

１点目ですけれども、非核三原則は国是であると、

また、国会の決議等も行われているようでありま

すが、これをいわゆる法制化しなさいというのは

長崎の声であります。それが第１点。それと、平

和宣言でもそうでありますけれども、「核の傘」

から日本は脱却すべきであると、そして、北東ア

ジアを含む、いわゆるそういう非核地帯をつくる

べきであるというのも長崎の声であると思います。

また、最後の問題につきましては、これは私は、

今のブッシュ政権ではなくて、その前のブッシュ

政権のいわゆるそれに対する発言を現在も、いわ

ゆる改めておりませんので、この点は、ひとつご

理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

○副議長（松尾敬一君） 次は、４番渡辺敏勝議員。

〔渡辺敏勝君登壇〕

○４番（渡辺敏勝君） 新風２１の渡辺です。

質問通告に基づいて、順次、質問いたしますの

で、市長並びに理事者の明快な答弁を求めます。

まず、市長の政治姿勢について何点か見解を求

めます。

１点目は、施政方針のあり方についてでありま

す。

市長の１年間の方針を決める施政方針は、毎年

３月議会に示されますが、その内容はきめ細かく、

余りにも細部にわたっているため、施政方針を読

み上げるだけでも約80分、つまり１時間20分かかっ

ているのが現状で、テレビなどで見ている市民の

皆さんにとっても、何が今年度の重要施策なのか、

わかりづらい内容となっているのではないでしょ

うか。つまり、長崎市が取り組む１年間の実施計

画書になっているように思えてなりません。

私は、施政方針というのは、もっと大きな視点

から長崎市の将来を見据えて方向性を示し、今年

度はこれとこれを重点に取り組むといった具合に、

もっと絞り込んだ施政方針にすべきと思いますが、

市長の見解を求めます。

２点目は、市長が基本政策としている「オンリー

ワンのまちづくり」について何点か市長の姿勢を

お尋ねします。

長崎市には、今までの歴史的経過から多くの史

跡・文化財がありますが、この史跡・文化財は、

これまでの歴史的価値が認められて国や県から指

定を受けているはずです。ところが、長崎ぶらぶ

ら節で有名になった中の茶屋は清水崑さんのかっ

ぱの絵の展示館に、４億7,000万円かけて修復し

た旧長崎税関下り松派出所はべっ甲工芸館に、ま

た、レンガづくりの旧長崎英国領事館は野口彌太

郎美術館にと、本来の歴史的な史跡・文化財に指

定された歴史の展示がされてなく、非常に残念で

なりません。

私は、清水崑さんのかっぱの絵とか野口彌太郎

画伯の絵がだめだとは思いませんし、すばらしい

ものだと思っています。しかし、なぜ歴史的価値

が認められているこれらの史跡・文化財に展示す

るのでしょうか。中の茶屋には、長崎ぶらぶら節

に関連する古賀十四郎さんの長崎学の資料や映画

になった吉永小百合さんの写真パネルなど中の茶

屋にまつわる資料を展示すべきです。旧長崎税関

下り松派出所は、長崎市の外交貿易にかかわる当

時の状況や課税の内容など、また、旧長崎英国領

事館は、当時の外国領事館があった場所やトーマ

ス・グラバーを中心にした英国とのつながりなど、

もっと本来の史跡・文化財に見合った展示にすべ

きと思いますが、市長の見解を求めます。

次に、長崎独特の異国情緒を漂わせている南山

手の玄関口にある中央消防署松が枝出張所の建て
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替え計画について、市長のオンリーワンのまちづ

くりに対する考えをお聞かせください。この場所

は、国指定の重要文化財旧香港上海銀行と同じ文

化財の旧長崎税関下り松派出所の間にあり、長崎

市が力を入れている伝統的建造物群保存地区内に

あります。また、南山手地区の景観形成地区でも

あり、港からの景観を向上するため、最近制定さ

れた内港地区景観形成地区にも入っています。

このように、伝統的建造物群保存地区にあり、

景観形成地区でもあるこの場所は、グラバー園を

中心にした南山手の玄関口で、20年先、30年先の

長崎市の将来を展望したときに、果たして、この

場所が消防の出張所でいいのでしょうか。私が３

月議会の総務委員会で建て替えを決定した時期に

ついて聞いたところ、昨年２月の政策会議で決定

したようですが、この場所の重要性の論議を、将

来を踏まえて論議した結果なのかどうか疑問に思

います。

そこで、松が枝出張所の実施設計を遅らせてで

も、この場所を将来どう活用するのか真剣に検討

をすべきと思いますが、市長の決意をお聞かせく

ださい。

３点目は、市民委員会のあり方について質問い

たします。

市長は、今年度、20の新たな市民委員会を立ち

上げ、市民との活発な対話を目指していますが、

平成10年に17件しかなかった市民委員会が、今年

度は38件にも及び、何々検討委員会とか何々協議

会、何々懇話会など多岐にわたっています。これ

らの市民委員会から出された提言や意見、要望な

どは行政として尊重しなければなりませんが、厳

しい市の財源を考えるときに、議会として時には

尊重できないときもあります。私たち議員も市民

の代表として参画し、限られた予算の中で長崎市

の発展に向け努力を重ねていますが、委員会審議

などで、理事者答弁の中には「ときどきの市民委

員会でこのような結論をいただいておりますので」

などと答弁の逃げに使ったりしています。

私は、何でもかんでも市民委員会を立ち上げ、

市民委員会の結論を待っていたのでは、優秀な市

の職員の英知が発揮される場が少なくなると思い

ます。市民委員会は、あくまで意見を聞く場とし

ての位置づけを明確にし、市民委員会の意見を聞

いた上で行政側が責任ある成案をまとめ、議会に

提案し、執行の責任を負う。このルールづくりを

確立し、市民委員会は本当に必要で重要なものに

絞っていくべきものと思いますが、市長の考えを

お示しください。

次に、斜面市街地の対策について２点質問しま

す。

長崎市の民家の密集した斜面地に道路をつくり、

斜面市街地の再生事業として最初に取り組んでい

る十善寺地区は、この地区を３ブロックに分け、

３年ピッチで１ブロックずつを完成させていく計

画でしたが、私が現状を見た状況では、土地の買

収は進んでいるようですが、肝心の道路の姿がま

だ見えてきていません。先進地区である十善寺地

区の整備された姿を早く見せることが、他の７地

区での励みと推進につながると思います。平成10

年度から事業を開始している十善寺地区の進捗状

況と現段階での問題点や課題について、どのよう

に対処しようとしているのか、お示しください。

２点目は、バス停から遠く離れた２地区で今年

度から本格実施している乗合タクシーは、斜面地

に住む高齢者や障害者に大変喜ばれています。し

かし、ミニバスや乗合タクシーを必要とする地区

がまだ多くありますが、今後、どのような取り組

みを考えているのか、お伺いいたします。

次に、市役所の昼休みの窓口業務の勤務時間に

ついて質問します。

長崎市は、住民サービスの一環として、昭和43

年から昼休みの窓口業務を住民票などを発行する

市民課で実施し、その後も市民サービスの向上を

目指して、順次、昼休みの窓口業務を各課に拡大

してきました。しかし、その職場において昼休み

の窓口業務の勤務時間を時間外手当として支給し

ているようですが、いつからどのような経過でそ

ういう実態になったのか、明らかにしてください。

本来、時間外手当は、所定内の勤務時間を終わっ

た後、上司の命令で残業をすることによって支給

されるものであり、昼休みの窓口業務の勤務時間

に時間外手当が支給されるのは民間企業ではあり

得ないことです。仮に、昼休みの勤務時間が時間

外労働の対象になるとすれば、その人は昼休みも

取らず、昼食は勤務時間中に食べていたことにな

りますが、その実態を詳しく示してください。
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最後に、学校教育について２点質問します。

１点目は、学校における教育環境の整備につい

てお尋ねいたします。

長崎市は、少子化の進展で、学校の統廃合によ

る新しい学校の建設が進められてきましたが、新

しい学校での学習する環境は、それは立派なもの

であります。最近できた小学校では、図書室の床

暖房、からくり時計、校舎側面のレリーフなど、

ここまでしなくてもよいのではないかと思われる

ような環境設備もあります。一方、古い校舎の学

校は、廊下のすき間や照明の照度不足など、同じ

長崎市の生徒として余りにも格差があり過ぎるの

ではないかと思います。校舎の維持補修費も減少

ぎみの中で、古い小学校では、今年度でやっと蛍

光灯が増設され、照度不足が解消されつつありま

すが、せめて小学校の学習環境をもっと積極的に

進めるべきと思いますが、教育長の見解をお聞か

せください。

最後に、体験学習の充実について見解を求めま

す。

４月から学校週５日制がスタートし、土曜日の

過ごし方についていろんな方策が考えられますが、

特に、小学校の生徒については、いろんな体験学

習の場が必要と思います。

そこで、教育委員会として、体験学習の場をど

れくらい把握し、学校に提供しているのか。

また、小学校単位に設置される学校週５日制推

進会議との連携などをどのようにとろうとしてい

るのか、お伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、あとは自席か

ら再質問をさせていただきたいと思います。

＝（降壇）＝

○副議長（松尾敬一君） 市長。

〔伊藤一長君登壇〕

○市長 (伊藤一長君) 渡辺敏勝議員のご質問にお

答えいたしたいと思います。

まず、私の政治姿勢についての第１点の施政方

針のあり方についてお答えいたしたいと思います。

施政方針につきましては、新年度の予算案を初

め諸議案の審議をお願いするに先立ちまして、市

政運営に対する私の所見を３月議会で述べさせて

いただいているところでございます。

この所信を表明するに当たっては、議会及び市

民の皆様方にわかりやすいものにするために、私

どもも苦労を大分重ねておりまして、第三次総合

計画に今年度沿った形で、政策ごとに、テーマご

とに構成をいたしております。また、表現につき

ましては、市役所内部で使用している専門用語、

あるいはカタカナ用語を可能な限り使用しないこ

となどによりまして、わかりやすい表現に私ども

も努めているところでございます。

施政方針は、方向性を示すべきものであるとい

うことは当然のことですが、その構成、内容、方

法等につきまして、市民の皆様方にわかりやすい

施政方針にするために、具体的な形で表現させて

いただくように、私どもも頑張っているところで

ございます。

特に、ケーブルテレビ等でも放映されておりま

すので、確かに渡辺議員のおっしゃるように、時

間が長過ぎるではないか、もっと要点を絞ってやっ

たらいいではないかというご指摘も私もわかりま

す。あれでも、まだ大分要点を絞った方でござい

まして、なかなか、と申し上げますのは、これは

確かにしゃべる方も大変ですけれども、聞く皆さ

ん方も80分を超しましたら、90分近くになりまし

たら、大変なことだということは私も十分に理解

ができます。それでも各部局別に、そして第三次

総合計画に沿った形で、しかも、テーマごとに的

をずっと絞り込んでいっても、最大限絞りまして

も、やはり私どもの範囲内では、あの程度までが

限界なのかなという感じが率直なところしており

ます。

つきましては、私自身の経験で大変恐縮でござ

いますが、議員の皆さん方も傍聴の方々もお気づ

きの方もいらっしゃると思いますけれども、市の

場合は、そうなんですけれども、県の場合には、

実は毎議会ごとに施政方針があっております。長

崎市の場合は、１年分を３月議会でするから、か

なり、そのやり方とか手法とか構成内容に無理が

あるのでありまして、場合によっては、毎議会ご

との冒頭に施政方針をしなさいということも、一

つの方策ではないのかなと、私がこういうことを

申し上げて大変恐縮ですけれども、私が知るとこ

ろによりますと、県の場合は、たしか冒頭に県知

事が施政方針をされまして、毎議会終わるごとに

今度は、その議会を振り返っての反省といいます
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か、お礼もするという、そういう一つのパターン

がどうも形式化しているようでありまして、それ

がベストだとは私も思いませんが、そういうこと

も含めて、問題は、議会の皆さん方、傍聴者の方々、

テレビで見られる方々、そういう方々が市の運営

に対して、議会のあり方に対して、親しみが持て

るような形にするために、どうすればいいのかな

ということでございますので、私どもも知恵を絞

らせていただきますので、ぜひ、よろしかったら、

あつかましゅうございますが、議会の方もひとつ

お考えいただければありがたいなというふうに思

います。システムの問題でございますので、よろ

しくお願いさせていただきたいというふうに思い

ます。

次に、第２点目のオンリーワンのまちづくりに

つきましてお答えさせていただきたいというふう

に思います。

平成７年５月の私の市長就任以来、「オンリー

ワンのまちづくり」を基本政策といたしまして、

「核兵器廃絶元年」あるいは「まちづくり元年」

「出島復元元年」という言葉で、その方針をあら

わし、平和行政とまちづくりを車の両輪として今

日まで市政の運営に当たらせていただきました。

長崎市は開港以来、海外に開かれた国際交流都

市として、他都市に類をみない文化的、歴史的な

個性のあるまちとして発展をしてまいっておりま

す。長崎市のまちづくりを考える場合に、一つに

は、この歴史と伝統に培われた長崎のまちを保存・

継承していくということ、そのことを踏まえて新

しい長崎を創造するということが、オンリーワン

のまちづくりに取り組む上で最重要なことである

と考えております。

まず、文化財の保存活用についてでございます

が、文化財保護の第１の目的は、文化財を後世に

継承していくことでございます。継承していく中

で、文化財を広く市民に公開することも目的の一

つとなっております。その中で、建造物の活用に

つきましては、創建当初の形態で活用するのが市

民の皆様方にもわかりやすいと考えておりますが、

別の見方といたしまして、建造物としての本来の

保存を図りながら、この建物を利用いたしまして

文化あるいは観光振興等に効果的に活用していく

ことも一つの方策ではなかろうかというふうに考

えております。

したがいまして、文化財をこのように多様に活

用することで、新たな長崎を創造することにつな

がるのではないかと考えております。

そこで、中の茶屋では、昨年11月から長崎出身

の清水崑画伯の展示館及び市民が利用できる茶室・

和室として活用させていただいております。また、

旧長崎税関下り松派出所につきましては、本年４

月10日にべっ甲工芸館としてオープンさせていた

だいています。また、旧長崎英国領事館につきま

しては、平成５年４月より野口彌太郎記念美術館

として活用を図っているところであります。これ

らの活用につきましては、さまざまな検討を行っ

て決定している経過がございます。文化財をこの

ように活用することは、長崎市の歴史を継承する

とともに、絵画等を展示することで文化財に付加

価値を加え、ひいては文化振興、観光振興に寄与

していくのではないかというふうに考えておりま

す。

文化財を活用するに当たりましては、文化財の

持つ特徴あるいは歴史性等を失われないように慎

重に検討を行い、活用を図ってまいりますが、今

後も、文化財の活用につきましては、保存・継承

していくことを踏まえながら、文化的、観光的側

面からも、新しい長崎を創造できるように取り組

んでいく所存でございます。

次に、市民委員会のあり方についてお答えをい

たしたいと思います。

長崎市第三次総合計画におきましても、パート

ナーシップ型行政の確立ということで、計画立案

の段階から市民の合意形成あるいは意見調整を行

い、それを行政の意思決定に反映させる直接参加

型行政の実現に努めることとしております。この

ことは、行政のテーマごとに、より広範な立場か

ら各界各層の意見を聞く必要がある場合やより中

立的、専門的にご意見を聴取する必要がある場合

に、市民委員会を設置させていただき、その課題

について多種多様なご意見をいただきながら、行

政内部でその内容を精査、検討を行った上で、市

長の判断という形で市議会の方に議案としてお諮

りさせていただき、最終決定の手続きを踏まえさ

せていただいているという経緯がございます。

これまでも、いろいろな課題に対し、さまざま
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なご意見をいただく中で最良の判断をすることが

できましたし、政策目標等の推進にもつながって

いるのではなかろうかというふうに考えておりま

すので、ぜひご理解を賜りますように、よろしく

お願い申し上げたいと思います。

以上、私の本壇よりの答弁といたしたいと思い

ます。

他の項目につきましては、それぞれ所管の方か

らお答えいたしたいと思います。＝（降壇）＝

○消防局長（吉原昭信君） 中央消防署松が枝出張

所建て替えについてお答えします。

松が枝出張所の建築場所について検討したのか、

あるいは再検討の余地はないのかとのご質問でご

ざいますが、消防署及び消防出張所の配置につき

ましては、従来から管内の建築物の状況や道路及

び地理・地形等を総合的に判断をし、配置してい

るところでございます。

ご質問の松が枝出張所につきましては、松が枝・

大浦地区の管内状況を考慮し、防災上、必要不可

欠な拠点施設として位置づけしているところでご

ざいます。当出張所は、昭和38年に建築され、既

に39年が経過しており老朽化が進んでいるととも

に、職員の勤務環境も良好とはいえない状況から、

さきの市議会定例会におきまして、現在地建て替

えのご承認をいただいたわけでございます。その

計画の過程におきまして、現在地を含め周辺の数

箇所について検討をしております。

その結果、現在地が幹線道路に面しており、ス

ムーズな緊急出動が確保できるとともに、周辺地

区が高台地まで木造住宅が建ち並ぶ密集地域であ

り、あわせて重要文化財施設の火災等からの保護

など総合的に判断し、現在地に建て替えることで

政策決定をいただいたところでありますので、ご

理解のほどをよろしくお願いします。

また、建て替えの時期につきましても、庁舎の

現状等を考慮いたしまして、できるだけ早い時期

に建て替える必要があるものと考えております。

なお、建て替えに際しましては、庁舎外観につ

いて関係部局と十分に協議し、周囲の景観を損な

わないような消防庁舎の建築に努めていく所存で

ございます。

よろしくお願いします。

○都市建設部長 (坂本昭雄君) 十善寺地区の斜面

市街地再生事業の進捗状況と課題についてお答え

をいたします。

十善寺地区につきましては、平成６年に大臣承

認を得まして約22.7ヘクタールを整備促進区域と

定めました。区域内に稲田町地区の1.34ヘクター

ル、中新町地区の1.56ヘクタールの２ブロックを

重点整備地区として位置づけております。そのう

ち、稲田町地区におきましては、平成15年度を完

成目標に生活道路・公園の整備、受け皿住宅であ

るコミュニティ住宅の建設や借り上げ及び民間の

老朽住宅の建て替えを目的とする斜面市街地再生

事業を進めているところでございます。

平成13年度末までの進捗でございますが、生活

道路は、延長330メートルのうち約60％の用地と

影響家屋約80戸のうち約50戸を既に取得しており

ます。そのうち、約70メートルの生活道路の整備

を完了いたしているところでございます。また、

コミュニティ住宅20戸とあわせまして集会所の整

備の完了を行い、児童遊園緑地として３カ所の用

地を約500平方メートルを既に買収いたしている

ところでございます。そのほか、関係地権者10名

の方々により、一体的に建て替えを検討するため

の共同建て替えの検討を開始する調印を行ってい

るところでございます。

なお、稲田町地区の進捗率は、全体といたしま

して44％でございます。

中新町地区につきましては、平成16年から平成

19年を事業期間として、今後、住民の方々との意

見交換を行いながら、事業計画を作成し、事業を

鋭意進めてまいりたいと考えております。しかし

ながら、まちづくりを進めるには多くの課題や問

題を抱えております。特に、事業予定地の地権者

の協力、代替用地の確保、共同建て替えの合意形

成の難しさ、あるいは関係地権者の従前資産が非

常に少ない、さらには高齢の方々が多いため、住

宅の更新意欲が非常に低いなどといった問題がご

ざいます。対策といたしましては、地権者に対し

ましては、今後とも早期の理解を得るため、話し

合いを強力に進めること、共同建て替えの合意形

成につきましては、懇談会や個別の聞き取りを行

い、十分に把握することで早期に事業参画の合意

形成を図れるよう努力を重ねること。また、建て

替えの資金が十分でない方につきましては、コミュ
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ニティ住宅も含めまして、住み替えの方法を一緒

になって考えることを進めていきたいと考えてお

ります。

現在、十善寺地区のほか７地区で斜面市街地再

生事業を進めておりますが、私どもも十善寺地区

を重点的に進め、早く完成させモデル地区として

示すことで、他の地区も推進できるものと考えて

いるところでございます。

また、平成14年３月議会におきましても、この

ような考えで長崎市斜面市街地の整備促進に関す

る条例の承認をいただき、その基本理念は、斜面

市街地の生活環境の整備推進に当たり、市、市民

及び事業者の信頼・理解のもと協働によりまちづ

くりを行うこととしており、斜面市街地整備に関

し、住民のまちづくりの意識の高揚を図り、住民

全体によるまちづくりを目指し、住民生活に密着

したきめ細かい整備の推進を行うことを基本的に

考えているところでございます。

全体的な斜面市街地におきましても、このよう

な考え方をもとに、民間の方々にも積極的に事業

に参画いただき、住民主体のまちづくりを今後と

も全力を挙げて推進してまいりたいと考えている

ところでございます。

以上です。

○都市計画部長 (松本紘明君) ミニバス・乗合タ

クシーの現状と今後の取り組みでございますが、

バス空白地帯の解消に当たりましては、小型バス

も含めた乗合バスによる運行を基本とし、道路整

備、採算性の確保等の諸条件が整った路線につき

ましては、バスの乗り入れの実現に向け、バス事

業者へ働きかけて努力しているところでございま

す。

今後も引き続き、乗合バスの路線延長に向け、

バス事業者と協議をしてまいりたいと考えており

ます。

一方、現状の道路幅員では小型バスでさえ乗り

入れができないバス空白地帯も多数存在しており、

このようなバス空白地帯を解消する輸送手段とし

ては、乗合タクシーによる運行を目指すこととい

たしております。

そこで、本市の代表的なバス空白地帯でありま

す丸善団地地区、矢の平・伊良林地区の２地区に

おきまして、昨年度、乗合タクシーによる試行実

験を実施いたしました。その結果、利用者からの

評判もよく、地域住民の生活の足として利便性の

向上に一定寄与できるものと判断されましたので、

一部、運行内容の見直しを図り、本年４月８日よ

り本格的に運行しているところでございます。

なお、乗合タクシーの運行開始から５月末まで

の利用状況でございますが、丸善団地地区が１日

当たり182人、１便当たり4.1人、矢の平・伊良林

地区が１日当たり190人、１便当たり4.3人となっ

ており、おおむね採算ラインを維持しておるとこ

ろでございます。

今後も、地域住民の生活の足の確保、さらには

公共交通機関の利用促進を図るため、乗合タクシー

の導入に向け、取り組んでいきたいと考えており

ます。

以上です。

○総務部長 (岡田愼二君) 昼休みの窓口業務の勤

務時間についてお答えいたしたいと思いますが、

ご承知のように、労働基準法におきましては、労

働時間が６時間を超える場合においては、少なく

とも45分の休憩を与えなければならないという規

定がございます。

私どもの通常勤務の職場の場合には、午後０時

15分から午後１時までを休憩時間として定めてお

ります。

議員ご指摘の昼休みの窓口業務につきましては、

昭和43年４月から市民サービスの向上を目的とし

て、市民課において導入されまして、その後、他

の職場にも逐次、拡大されていったものでござい

ます。

現行における昼休み窓口勤務の場合の勤務時間

の取り扱いといたしましては２通りございまして、

１つは、休憩時間を13時以降の時間に割り振り、

本来の休憩時間の時間帯を正規の勤務時間として

勤務しているケース、もう一つは、休憩時間、こ

れは45分ですけれども、これを時間外勤務として

取り扱い、時間外手当を支給しているケースでご

ざいます。

時間外勤務手当を支給している例といたしまし

ては、現在、市民課や各支所など20の職場におい

て約70人の職員が勤務している状況でございます。

これは１つには、所属の体制等によっては、休憩

時間の割り振りを変更することにより事務に支障
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を来すおそれがあること。それから、13時以降に

庁舎内外で自由に休憩することによって、市民の

誤解を受けるおそれがあること。３番目には、休

憩室等を設けることが望ましいものの、現行の庁

舎スペースでは、そのような場所の確保が困難で

あること等の理由により、やむを得ず時間外手当

での対応を行っているものでございます。

この時間外勤務手当の対応についてでございま

すけれども、いつからかということにつきまして

は明確でございませんが、少なくとも、昭和50年

代の前半からは、そのような取り扱いが行われて

きたというふうなことを聞いております。

しかしながら、議員ご指摘のとおり、結果とし

て、休憩時間を与えないということにつきまして

は、労働基準法上も問題があるという認識をして

おりまして、今後、早急に是正に向けて取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○教育長 (梁瀬忠男君) 学校教育についてお答え

いたします。

まず１点目の学校教育環境の整備促進でござい

ますが、確かに近年の新設校は、特色ある施設づ

くりとなっております。これは子どもたちが楽し

く遊び学べる環境づくりを目指すとともに、地域

の特色も生かしながら建設したものでございます。

新設校につきましては、これまでとは違い、雨水

利用施設、太陽光発電システム等環境に配慮した

施設づくりも推進しているところでございます。

一方、既設校につきましては、ご指摘の新旧格

差是正のためにも、補助・起債等を活用した大規

模改造事業により、屋上防水・外壁改修・内部改

修を年次的に実施しているところでもございます。

また、大規模改造事業の基準に該当しないものに

つきましても、老朽度合い等を考慮しながら、諸

工事・整地工事等により、順次、その整備を行っ

ているところでございます。

さらに、平成12年度からは、教育基金を活用し

た校舎リフレッシュ事業により、蛍光灯取り替え

や床・壁の補修を実施しているところでもござい

ます。そのほか小修繕等により学校現場からの要

望にも可能な限り対応しているところでございま

す。

今後とも、子どもたちが安全で快適な学校生活

を送れるよう補助・起債事業の事業費枠拡大に向

けて、国・県に要望していくとともに、単独事業

の拡大につきましても努力し、予算の効率的活用

を図りながら、新設校との格差是正に努め、学校

教育環境の整備を進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、２点目の体験学習の充実についてでござ

います。

体験学習につきましては、子どもの社会性や豊

かな人間性などをはぐくむ観点から、地域や学校

において、これからもさらに充実させていく必要

があると認識をいたしております。

そこで、地域での体験学習を充実させていくた

めに、今年の３月までに、市内すべての小中学校

に、学校に事務局を置く学校週５日制推進会議を

設置しております。ここでは、学校・家庭・地域

社会におけるそれぞれの役割と連携のあり方につ

いて協議したり、地域での多様な体験活動等の企

画、調整を行い、その推進を図っているところで

あります。活動内容につきましては、ドロリンピッ

ク、蛍観賞会、囲碁教室、ウォーキング大会など

が、現在、既に実施をされたところでございます。

子どもたちはもとより、保護者、地域の方々、教

職員も多数参加をしての実施であります。さらに、

これからペーロン体験等の伝統行事への参加や図

書館での読み聞かせ活動など、さまざまな活動が

計画をされているところでございます。

次に、学校での体験学習の充実でございますが、

子どもたちが体験学習を進めるに当たっては、教

職員のかかわりが大変重要になってくると考えて

おります。そのために、日吉青年の家で野外教育

指導者研修会を実施いたしております。その他、

初任者研修でも、昨年度から３泊４日の野外体験

活動を取り入れ、野外体験学習を指導できる教職

員の育成に努めております。さらに、今年度新た

な教職員研修として、体験活動研修を実施するよ

う、現在、計画をいたしております。また、総合

的な学習の時間などに対応するため、事前に教職

員が研修をし、その後、子どもたちが体験学習を

行えるような学習計画を立てるよう指導もいたし

ております。

今後も、子どもたちの体験学習の充実のために、

研修と指導の充実を図ってまいりたいと考えてお
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ります。

以上でございます。

○４番（渡辺敏勝君） まず、昼休みの窓口業務の

関係で、ちょっと確認をしたいと思いますが、昭

和43年から市民課窓口に実施をされたと、そして

残業手当は、よくわからないけれども、昭和50年

代の前半から支給をしておると、こういう答弁だっ

たんですが、そういう覚書とか協定書とか、昭和

43年から昼休みは開きますよという、市民課です

ね、そのときの協定書というんですか、そういう

やつとか残業手当を払いますよという覚書とか、

そういう書類はないんですか。

まず、ここを１点。

○総務部長 (岡田愼二君) 確認いたしましたが、

ございませんでした。

○４番（渡辺敏勝君） 普通、そういう勤務時間の

変更というのは、ぴしっと、やはり書類で交わし

てするべきですね。民間では、ぴしゃっとそうい

うことをしているはずですよ。

そうしたらですね、70人の内訳で、担当部長に、

ちょっとお尋ねしたいんですけれども、財政部で

３課、市民生活部で各支所を入れて14、福祉保健

部で５課、原爆被爆対策部で２課、病院管理部で

２課、下水道部で１課、教育委員会で１課、水道

局で２課、ここで、昼休みに、要するに残業手当

を支給されている実態があるようでございますが、

本当は、各担当理事者に全部聞きたいんですけれ

ども、代表いたしまして、市民生活部長、あなた

のところが一番多いわけですので、今の現状につ

いて、部長は、この市の条例では、一般職の職員

の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第３条、

任命権者は、ちゃんと１日の勤務時間が６時間を

超える場合において45分、８時間を超える場合に

は１時間の休憩時間をそれぞれ与えんばいかんと、

こういう条例があるんですが、こういう条例違反

の認識があったのかどうなのか。

それから、現に、そういう人たちに残業手当が

支給されているのを知っていたのかどうなのか。

それから、現実に１時から、要するに昼休みは

仕事しますね、昼休みの窓口が終わった人は、１

時からどのような行動をとっているのか、具体的

にちょっと教えてください。

○市民生活部長 (妹尾芳郎君) 渡辺議員の再質問

にお答えをいたします。

現状を申し上げますと、私ども市民生活部の昼

休みの窓口業務を取り扱う所管といたしましては、

４つの課、それから、２つの外の施設並びに11の

支所がございます。このうち、１つの課と２つの

施設におきましては、職員のローテーションで窓

口業務の対応をいたしております。そのほかの３

課・11支所におきましては、毎日平均しまして41

人の職員が昼休みの窓口業務に従事しており、こ

れに対して、時間外勤務手当により対応してきて

いるところが現状でございます。

ご指摘のとおり、昼休みの窓口業務を行わせる

職員に対して、休憩時間を取らせなければならな

いということは、私も認識しているところでござ

いますけれども、先ほど総務部長が申し上げまし

たように、幾つかの事情によりまして、業務に当

たらざるを得ないということで、今日までやむを

得ず時間外勤務によって対応してきたところでご

ざいます。

それから、手当は当然、支給をしていたという

ことでございまして、ご指摘のように、手当は支

給しながら、昼食の時間は最小限与えていたとい

うのも現状でございます。

ご指摘がございましたので、労働基準法上の問

題もございます。ということで、市民サービスに

低下を来さないことを条件に、休憩時間の割り振

りの変更等を総務部を中心としまして、関係部局

を交えまして早急に対応したいというふうに考え

ております。

以上でございます。

○４番（渡辺敏勝君） ここにおる議員の皆さんも

市民の皆さんも、昼休みにそれだけ窓口業務をし

てる人は、シフトして１時から45分休みよるとみ

んな思っておったはずですよ。ところが、残業手

当を支払っているというのがわかりまして、部長、

もう一遍ちょっと教えてください。１時から上がっ

た人は、最小限の昼食時間を与えて、あとは職場

復帰をさせたわけですね。そういうことで理解し

ていいんですか。

そしたら、例えば市民課の窓口なんか女性が多

いですたいね。職場の横の机で飯ば食うわけには

いかんでしょう。昼食をとるのに、地下の食堂に

行って、何ばすっかねといって注文して、くると
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を待って、食べて終わって、そして女性やったら、

口紅でもぬりながら、もう一遍、職場戻ってくる

とは、最低30分ぐらいかかるっちゃなかですか。

それに45分の残業手当をやっとったと、今、部長

が言いますように、条例違反は認識をしとったっ

でしょう。昼休みは与えていない。残業手当をやっ

とったのは知っとった。そして、国の法律の違反

ですよ、条例の違反ですよ。これは知っとって、

なぜ直そうとしなかったんですか。ほかの部長も

そうなんですけれども、もし、昼休みを自分が与

えていなかったら、なぜ、その場でおかしいと感

じらんとですか。どうなんですか、そこ、ちょっ

と見解を教えてください。

○総務部長 (岡田愼二君) 具体的に、市民生活部

長にお聞きですけれども、ぜひ私の方からお答え

させていただきたいと思いますが、確かに、労基

上の問題は、私自身認識しております。ただ、過

去からの経過の中で、当然、昼休みに勤務をさせ

ますと、１時から休憩ということは、これは当然

のことでございます。そういうことで、そういう

やりくりができるところは、現在でも、ほかの所

属で７所属21名の部分では、そういうことを現在

いたしております。それが私も基本だと思います。

ただ、この昭和43年からこれを始めた後、逐次、

広がっていったわけですが、そのときに１時から

休める場所をぜひ確保してほしいということも当

時ございました。私どもとしては、庁舎のスペー

スが非常に厳しいということもございまして、そ

こらあたりが確保できないということもございま

す。

もう一つは、そうすると、各自が外に出ていく

ということになりますと、これはまた逆に、市民

の方から昼から何をしているのかということもご

ざいました。

そういうことも含めて、あとは人的な体制で、

例えばいろいろな所属ございますけれども、市民

課の場合ですと、昼休みに15名の職員が窓口につ

いております。そういうことの中から、私どもと

しては、休憩時間をどうしても与えきらないとい

う現実の中で、組合の方からは、当時から正規の

ぴしっとした形で、労働基準法どおり勤務時間を

与えるべきだという考え方が随分出されましたけ

れども、現実的な対応として、私どもは問題を残

しながらも、どうしようもない部分については手

当で措置してきたという経過でございますので、

その辺では、私どもも安易に時間外を支給したと

いうことでございませんが、ただ、ご指摘のよう

に、労働基準法上、極めて違反があるという指摘

は非常に私自身重いというふうに思っております

ので、早急に、これは休憩所の確保も含めて、私

どもとしては是正をしたいというふうに考えてお

りますので、ぜひご理解いただきたいと思います。

○４番（渡辺敏勝君） 現状がそうだったから、要

するに、市民から１時以降にぶらぶらしよれば遊

んどっちゃなかとかとか、いろいろ答弁がきてお

りますけれども、やはり１時から休む人は名札を

ちゃんと自分の机に置いて、それから場所がない

なら、各部で会議室をとって、「ここは昼休みに

業務した人の昼食場所です。１時から１時45分ま

では会議はやめてください」と、そういう取り決

めをすれば、場所だっていっぱいあるではないで

すか。そういうことを含めてですね、やはり私た

ちは、民間の人たちは一生懸命汗流して税金を納

めておるんですよ。そういう気持ちをですね、管

理者も管理者、しかし、働く人も働く人、これだ

け飯を食うて、残業時間もろうてよかとかと思わ

んやったとかというのが腹の立つとですたい。そ

れで、やはり雪印食品のですね、ああいう事態に

なったんですが、やはり企業のモラル、公務員の

モラルがないと思うんですよ、私は。徹底的に、

この辺は管理職、それから職員を含めて、もう一

度、自分たちはどうあるべきかと、市の行政の一

員としてどうあるべきかと、こういうことをきちっ

と早急に対応していただきたいと思います。

今回の問題点は、１つは、昼休みを与えてなかっ

た、２つ目には、時間中に昼飯を食っとった、３

つ目には、そういう取り決めは何もなかった。こ

ういうぶざまなことですから、ぜひ、これは各部

にまたがっていますので、市長、内田事務助役が

先頭になって、もっとほかにも、そがんこと自分

たちはよかごとしよっことのあっちゃなかかと、

私は思うですよ、率直に。

ですから、早急に内田事務助役を先頭にして、

そういったところの条例に照らし合わせて、ぴしっ

と早く対処法を出してくださいよ。そうでないと、

おかしいですよ。市民の人たちが書類とか何とか、
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これは条例で決まっておりますけんだめだすよと、

すぐ言うくせおってね、自分たちは平気でやぶっ

とるですたい。ですから、これはちょっと、あと

市長、見解があったらお願いいたします。

それから、２点目は、市長、オンリーワンのま

ちづくりについて、今の消防局長の方から答弁い

ただいたのは、これは総務委員会で大分、私も論

議した結果ですから、消防署の立場はわかるんで

すよ。あそこの場所にあるから建て替えるのは当

たり前です。ここが旧香港上海銀行としたら、こ

こが下り松派出所でしょう。２つの国の重要文化

財のこの真ん中にあるわけですから。

今の現状は、どういうことかといいますと、松

が枝の駐車場から修学旅行生が渡っですね、歩道

橋を。旧香港上海銀行のここの横のガソリンスタ

ンドの歩道はたったの80センチメートルぐらいし

かないんですよ、歩道が。そしたら、はみ出して

あっちの方に行きよっとね、グラバー園の方に。

この下り松派出所の横は広いですから、車いすと

か何とか全部、こっちから、こう行っていますね、

ぐるっと回っているんですよ。ここは市有地でしょ

う。市の駐車場がありますね。

そしたら、やはりここの場所が市有地ですから、

長崎市として、やはり20年、30年先のこの南山手、

これから南山手の玄関ですから、ここをどう活用

するかというのは、オンリーワンのまちづくりを

する市長がもう少し真剣に考えてもらいたいと思

います。私は、新戸町ですから夜に通るでしょう。

ライトアップしとっとですよ、国の重要文化財で

すから。真ん中に消防署が浮かんどるわけですた

い。

私は、総務委員会の中でも言ったんですが、確

かに消防署といったら、この大きな広いところに

面したところにある。これが一番いいんですよ、

ここに建て替えるのが。しかし、民間建て替え住

宅の先に民有地もありますし、宝酒造の跡地は県

有地になっておりますが、そこは遊んどるわけで

すよ。499号に面した100メートルぐらい離れたと

ころに、そういう場所を検討したのかと総務委員

会で言うたら、検討しとらんというわけですたい、

そこの場所までは。

ですから、私は、昼間行けば、ときどきは使っ

たホースを干しているんですよ、ここに。現状そ

うなんですよ。そうしたら、ここは南山手の玄関

口ですから、ここに歩道を広くとってやる。四海

楼さんの横の壁は瓦を使うて、龍の壁、要するに

エキゾチックにしているんですよ。そこの横か、

もう少し玄関口を、ここを通って南山手、異国情

緒長崎というのを、ここの入り口をつくるべきで

すよ。私は、そう思っているんですよ。そうでな

いと、ここに消防署が建て替えをして、今度は、

消防車と救急車も入れる予定にしていますね、計

画では２階建てですよ。そしたら、建ってしもう

たら40年間はここに消防署があるんですよ、建っ

てしもうたら。

長崎市の都市景観条例では、公的施設がこの形

成の先導的役割を果たせと、この条例の長崎市都

市景観関係例規集にですね、公的施設がそういう

景観の先導的役割を果たしなさいとなっておるん

ですよ。読み上げてもいいんですけれども、ちゃ

んと載っているんですよ。オンリーワンを標榜す

る市長が、ここは南山手の玄関口だから、100メー

トル先にでも機能は十分ですたい、100メートル

先ぐらいですから。この辺の交渉した経過はない、

総務委員会でちゃんと聞いております。

今、実施計画は認めたんですけれども、本当に、

この場所しか消防局の建て替えはないというなら

ば、私も、それはしようがないです。ほかのとこ

ろも検討せずに、建ってしまえば40年間、この消

防署があるわけですから、今度は、消防車と救急

車が表に面しておるわけでしょう。そうしたら、

私は中国も行ったんですけれども、上海バンドと

か昔の大浦のバンドですね、平成15年度になれば

出島バイパスが出てきます、市民病院の横から左

に回れば、英国領事館前を通ってここに来るんで

すよ。「異国情緒たっぷりだな」という、この長

崎のまちづくりが、市の消防局が重要文化財の間

に、市有地があるのに、何でもう少し十分検討さ

れんやったとか。

昨年の２月に、政策会議で、ここの建て替えが

決定されたと総務委員会で聞いておりますが、昨

年２月の協議の中で、将来の長崎市の20年先、30

年先を考えてですよ、この場所で本当にいいのか

どうなのか。本当に協議した結果、こういう結果

が出たのか、昨年の２月の政策会議の中で、市長

も入っておると思うんですけれども、その辺の考
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えと市長の意気込みを聞かせてください。

○市長 (伊藤一長君) 渡辺議員の再質問にお答え

いたしたいと思います。

長崎市消防署の松が枝出張所の件でございます

が、私が記憶している範囲では、現在地建て替え

ということを最優先したということではなくて、

あの場所の先に、実は小曽根町ですか、長崎職安

の跡とか、それとか今、議員ご指摘のように、松

が枝出張所を回りまして、四海楼の方に行きまし

て大浦の方に行くところに、市の消防分団とか、

南部清掃事務所の前のところにある市有地ですか

ね。そういう幾つかの場所を検討した、たしか記

憶が私はございます。そういうのを幾つか検討い

たしましたけれども、やはり出入口の問題とか緊

急性の問題とか、そういうものを考えたときには、

どうしても最終的には、現在地建て替えしかない

のかなというふうになった経過があるのではない

かなというふうに記憶をしております。

それと、もう一つ、そのときにも、たしか申し

上げたと思いますが、建て替えるんだったら、や

はり議員ご指摘のとおり、両文化財に囲まれた、

ある意味では、一等地の場所でございますので、

やはりそれぞれ背後地が、しかも、四海楼も新し

く建て替わったということも含めて、やはり周囲

の景観に合わせたような形の消防出張所をつくっ

た方がいいですよねということは、たしか申し上

げたというふうな記憶がございます。

いずれにいたしましても、オンリーワンのまち

づくりというのに、そういうもののイメージを損

なわないような形の新しい施設をつくるというこ

とは大事なことではないかなというふうに思いま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

○助役 (内田進博君) 昼休みの窓口の対応の件に

ついて、私の方からお答えをさせていただきたい

と存じます。

市民サービスの向上を目的としてということと

はいえ、今回、ご指摘を受けましたこの件につき

ましては、不適切な対応であったと私も反省をし

ているところでございます。

今後、休憩室の確保等の問題もございますが、

早急に全部局をチェックし、改めることに全力を

尽くしたいと存じますので、よろしくお願いをし

たいと思います。

○４番（渡辺敏勝君） 市長、この消防署の場所が、

さきに私が言った宝酒造の跡、この面積の敷地は

100坪ぐらいですよ、調べたら。100坪の土地は先

にあるんですよ。ここを買う値段よりも、ここを

活用する値段の方が20年、30年、40年先を考えた

ら、40年間消防署があっとですよ。幾ら２階ばね、

伝統的建造物群に似合うような建物にするかもし

れませんが、消防車と救急車を表に面しとるとこ

ろに、すぐ出るようにしとかんばいかんわけでしょ

うが。それでは、やはり重要文化財の間にある、

私は、本当にこの場所が、どうしても、ここも交

渉した結果、だめと言われたならしようがないで

すよ。交渉もしとらんとに、もう一遍ですね、今

の各部長クラスを入れて、本当にこの場所をどう

したらいいのかと、再度、もう一遍協議してもら

いたいんですよ。そうした上で、どうしてもここ

しかないという結論になったら、それはしようが

ないと思いますよ。

しかし、本当に南山手の玄関口、伝統的建造物

群になって、仮に、これが民間の土地で、駐車場

を前に出しますというたら、「それは覆いをして

ください」と、多分、都市景観課か文化財課は言

うはずですよ。公的施設が先導的役割を果たせと

なっているんですよ、この都市景観条例に。それ

をわかっとって、こういうことをする。これは私

は納得いかんです。

ですから、担当の文化財課、教育委員会、観光、

それから、まちづくりを含めて、もう一遍、ちょっ

と検討してみてくださいよ。この場所の重要性を。

○市長 (伊藤一長君) 文化の発祥の地の大浦海岸

でございますので、私も、渡辺議員さんがおっしゃ

る意味は十二分によくわかります。前面の道路の

幅員とか、いろいろな問題を抱えながら、確かに、

面積でもそんなに広くない今の場所なんです、松

が枝の出張所もですね。そのことも議論いたしま

した。そういういろいろな問題を考えても、最終

的には、現在地の建て替えしかないのかなと。問

題は、やはりでき上がったときに、景観の、よく

周りとミスマッチを起こさないような形で、ちゃ

んとそういうのでするということで仕上げるとい

うことが大事ではないかなということも含めて、

何せ、ほかの場所の場合は、道路の前面の幅が全

然違うものですから、市の消防署の出張所でござ
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いますので、ある程度の出入りがゆとりがあった、

しかも、緊急的に発進できるという場所が望ましゅ

うございますので、そういうものを勘案した形で、

恐らく３月議会に議案として出させていただいた

んではなかろうかなというふうに思いますので、

ご趣旨はよくわかりますので、問題は、仕上げが、

そういうのにたがわないような形の仕上げをさせ

ていただきたいという形を私どもは鋭意頑張りた

いと思いますので、よろしくお願い申し上げたい

と思います。

以上でございます。

○４番（渡辺敏勝君） 市長ですね、これは一番最

初に私が言うた市長の政治姿勢の施政方針のあり

方も含めて関連してくると思うんですけれども、

市長の施政方針の中に、あそこの松が枝の消防署

を建て替えますと、施政方針で言っているわけで

すよ。だから、これはなかなか変えにくかという

こともあるんではないかなと私は思います。

施政方針でですね、市長の施政方針は、こうし

ます、こうしますと、「ます」ばかりですよ。本

当は、方針は「たい」がなからんばいかんです。

こうしたいと、そしたら少し余裕の幅があってく

るですたい。市長の施政方針は「ます」ばかりで

す。施政方針は、やはり「たい」がなからんばい

かん、こうしたい、ああしたい。それに向けて、

みんなが知恵を出して、よりよいものをつくって

いくわけですからね。

施政方針のあり方と関連すると思うんですけれ

ども、やはり私は、ここに建てるなら、今、市長

が言うたとおりですよ。しかし、公的施設が、こ

の形成の先導的役割をせろというとに反しとると

ですたい。私は、そうしか思えんとですよ。２階

建てになれば、海が見えんごとなるし、そういう

ことは、もうやめますけれども、禍根の残らんご

と、私は要望しておきます。観光、文化財、まち

づくりを含めて、もう一回、検討した結果やって

ください。

もう一つですね、市民委員会のあり方。昨日の

新聞に、中央消防署の建て替え計画についてが新

聞に載っておりました。議員の皆さんは、ほとん

ど知らんやっただろうと思うんですけれども、市

民委員会の中身が新聞でぱっと出てきました。私

は、先ほど言いましたように、市民委員会には、

どうしたら中央消防署はいいかという、そういう

意見の聞く場だけして、新聞を見たらスケジュー

ルまで載っとるですたい。何年から、どうしてこ

うしたい、何階建てとか。そうではなくて、やは

りそういう意見を聞いた上で、行政がこうしたい

というのを議会に諮るのが筋でしょう。そういう

市民委員会のあり方も、やはり私たちは、いきな

り新聞見て、「中央消防署ばこがん建て替えると

ね」と、率直な気持ちです。納得というか、何か、

この市民委員会のあり方についてもですね、何も

かんも聞くよりも、もう少しぴしっと意見を聞い

て、行政がそれに基づいて成案をつくって議会に

提案をすると、こういうルールづくりをしとって

くださいよ。私は、強くちょっと要望しておきま

す。

それから、あと２分になりましたけれども、市

長、やはり文化財は、私は、もう少し考慮してい

いんではないか。例えば、ぶらぶら節のなかにし

礼さんの原作の原稿の分だとか取り寄せればいっ

ぱい資料は集まると思うんですよ。そういう資料

を集めようとする姿勢の汗を流した跡が、私は見

えんとですたい。この旧長崎税関下り松派出所の

中もそう。展示する場所がなかったけん、とりあ

えず文化財のあそこのあいとるけん、あそこに展

示すうかいと、簡単に考えとりゃせんかと私は思

うんですよ。もう少しですね、やはり本来の中身

を、中の茶屋は、あれだけぶらぶら節で演劇もし

とっとですから、全国から行ってみようという気

になるんですよ。そしたら、もう少しですよ、ぶ

らぶら節にまつわることを本当の文化財の中身の

活用をもっともっとすべきと思いますので、その

辺は、ぜひ検討していただきたいと思います。

あとですね、学校の関係ですが、学校教育の関

係、やはり古い校舎の生徒たちは、非常に暗い中

で、もう本当に新しい校舎と雲泥の差です。学校

の先生たち、校長先生とか教頭先生に聞いてもで

すね、「予算のなかですけん、こんくらいしか言

われんとですもんね」と言いよっとですよ。一遍、

全部出させてみんですか、古か校舎に。どこどこ

してもらいたいか全部だせと。学校そのものが言

うても一緒やけんといって、学校そのものが、こ

こは雨漏りがひどかけん、ここばまず出そうと、

こがんなっておりますので、ぜひ、子どもたちの
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教育環境を積極的に進めていただくようよろしく

お願いします。

○副議長（松尾敬一君） 本日の市政一般質問はこ

の程度にとどめ、次回の本会議は６月10日午前10

上記のとおり会議録を調製し署名する。

平成14年８月２日

時から開き市政一般質問を続行いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

＝散会 午後２時32分＝

議 長 鳥 居 直 記

副 議 長 松 尾 敬 一

署名議員 陣 内 八 郎

署名議員 毎 熊 政 直
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